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日本赤十字九州国際看護大学研究倫理審査委員会運営要領 

 

日本赤十字九州国際看護大学の研究倫理審査委員会規程（以下「規程」）第７条に基づく申請

等について、必要事項を次のとおり定める。 

 

１．開催 

委員会は、原則として月１回開催する。 

 

２．審査対象 

委員会が審査する対象は、規程第９条にもとづく以下のものである。 

（１）本学教職員が研究責任者となって計画する研究 

（２）本学の大学院生が研究責任者となって計画する研究 

（３）本学の学部生が計画する研究であって、指導教員が審査の必要性があると判断した研究 

（４）学内・学外を問わず本学の学生および教職員を対象として行われる調査・研究。ただし、

教職員個人が直接依頼された調査・研究はこの限りでない。 

 

３．審査区分 

 以下のものに該当する研究は、迅速審査とする。 

（１）侵襲を伴わない、または軽微な侵襲を伴う研究であって、介入を行わないもの。 

（２）既に他の研究機関の研究倫理審査委員会において研究計画の承認を受けているもの。 

（３）研究計画変更の場合で、その変更内容が軽微なもの。 

（４）（１）～（３）に該当しないものは、通常審査とする。 

 

４．申請 

（１）申請者：審査を申請しようとする者は、倫理審査申請書・倫理審査研究計画書（別紙様

式第１号）に必要事項を記入し、計画において必要となる文章（説明書・同意書、調査

書、同意撤回書等）を添えて事務局総務課に提出する。 

（２）申請時期：月毎に定められた日までに申請する。 

 

５．審査方法 

（１）申請された研究計画について、委員長および副委員長は、審査区分について判定する。 

（２）迅速審査に該当する研究計画の審査は、２名の委員が予備審査案を作成したものを委員長・

副委員長が最終判定を行う。なお審査結果については委員会で報告する。 

（３）通常審査は、各委員で予備審査案を作成し、委員会で本審査を行う。 

（４）審査は、書面審査を原則とし、必要に応じて申請者より研究内容について説明を求めること

ができる。 

（５）委員が申請する場合は、当該研究計画の審査には参加できない。 

 

６．審査の内容 

 委員会は、申請のあった研究計画について、次の事項について審査する。 

（１）対象者の人権の擁護のための配慮 

 ①研究対象者に対する研究目的および研究方法の具体的な説明方法と内容 
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 ②研究対象者の安全に対する配慮 

 ③研究対象者に予想される不利益および危険性に対する配慮 

 ④研究対象者に予想される不利益および危険性の具体的な説明と内容 

 ⑤研究対象者の研究への参加の同意を得る方法 

 ⑥研究対象者に研究参加の同意後であっても、中止や中断の意思表示ができることの保障とその

説明 

（２）研究で取得するデータの取扱い 

 ①研究目的以外に使用しないこと 

 ②研究対象者の匿名化、プライバシーの保護がなされている 

 ③データの安全な保管管理がなされている  

（３）研究結果の研究対象者への還元する方法 

（４）利益相反 

（５）その他、委員が必要と認めた事項 

   

７．審査結果の判定および通知 

  審査結果の判定は次の号に掲げる表示による。 

   （１） 承認：   修正・変更の必要がない。 

   （２） 条件付承認：研究計画に一部の修正を要する 

   （３） 変更の勧告：研究計画の一部に再検討を要する。 

   （４） 不承認：  研究計画に大きな問題があり、承認できない。 

   （５） 非該当：  審査の必要がない。 

審査結果は、規程第１１条に基づき、速やかに申請者に通知する（別紙様式第２号）。 

 

８．再提出・再申請等 

（１）審査の結果、条件付き承認となった場合、当該申請者は指示のあった修正箇所を明記し、２

週間以内に研究計画書を再提出することができる。 

（２）審査の結果、変更の勧告となった場合、当該申請者は修正した研究計画書を添えて、再申請

することができる（別紙様式第１号）。 

（３）審査の結果、承認された後に研究計画を変更した場合には、研究計画変更届（別紙様式第６

号）に変更箇所を明記の上、倫理審査申請書・倫理審査研究計画書（別紙様式第１号）を再提出

し、変更内容によっては、再審査を申請しなければならない。 

 

９．異議申し立て 

規程第１３条に基づく、異議申立は、以下の方法で行う。 

（１）審査の結果に異議のある時は、審査結果通知の受理後１０日以内に申請者は理由書を添え

て研究倫理審査委員会委員長に対して異議を申し立てることができる。 

（２）異議申立をうけた委員長は、教職員または学部生であった場合は学部長に、大学院生であ

った場合には研究科長に、直ちに具申する。 

（３）具申を受けた学部長または研究科長は、自らを委員長として倫理審査委員会の委員を含ま

ない３名以上の委員を指名して、特別研究倫理審査委員会を設置し、審査を行う。 

（４）特別研究倫理審査委員会は、判定後の審査結果を申し立て者と研究倫理審査委員会の双方

に通知する。 
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 １０．倫理審査証明書 

    研究に係わる論文等の発表又は研究助成申請のための倫理審査証明書（別紙様式第３号）が必

要な者は、倫理審査証明請求書（別紙様式第４号）を学長に提出する。 

 

１１．研究中止の報告 

    研究を中止したときは、研究等の中止報告書（別添様式第５号）を学長に提出しなければなら

ない。 

 

１２．要領の改廃 

  この要領の改廃は、経営会議の議を経て、教授会及び研究科委員会に報告し、学長が行う。 

 

附 則 

 この要領は、平成１８年８月２３日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成１９年７月５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２０年７月１４日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


